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証券コード 4425

2026年６月10日

（電子提供措置の開始日 2026年６月４日）

株 主 各 位

東京都渋谷区神南一丁目23番14号

Ｋｕｄａｎ株式会社

代表取締役ＣＥＯ 項大雨

第12期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、当社第12期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上

げます。

本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措

置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の以下のウェブサイ

トに掲載しておりますので、いずれかにアクセスのうえ、ご確認くださいますようお

願い申し上げます。

◆当社ウェブサイト

https://kudanir.com/

◆東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）

https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

(上記ウェブサイトにアクセスいただき、銘柄名（Ｋｕｄａｎ）又は証券コード

（4425）を入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類／ＰＲ情報」を選択のうえ、ご

確認ください。)

◆株主総会ポータル®（三井住友信託銀行）

https://www.soukai-portal.net/

(同封の議決権行使書用紙にあるＱＲコードを読み取るか、上記ウェブサイトにア

クセスいただき、議決権行使書用紙に記載のＩＤ・パスワードをご入力いただき、

ご確認ください。)

なお、当日ご出席されない場合は、インターネット又は書面により議決権を行使す

ることができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、2026年６月

25日（木曜日）午後６時までに議決権を行使してくださいますようお願い申し上げま

す。

敬 具
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記

１. 日 時 2026年６月26日（金曜日）午前10時

２. 場 所 東京都新宿区西新宿一丁目23番７号

「新宿ファーストウエスト」 ３階

３. 会議の目的事項

報 告 事 項 １. 第12期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）事業

報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会

の連結計算書類の監査結果報告の件

２. 第12期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）計算

書類報告の件

決 議 事 項 第１号議案 剰余金の処分の件

第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選

任の件

第３号議案 監査等委員である取締役２名選任の件

以 上

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

１．当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお

願い申し上げます。

２．議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取

り扱わせていただきます。

３．電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正前の事項及び修正後

の事項を掲載させていただきます。

４．株主総会にご出席の株主の皆様へのお土産のご用意はございません。何卒ご理解くださいますよう

お願い申し上げます。

５. 電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令及び当社の定款に基づき、本書面には記

載しておりません。なお、監査等委員会及び会計監査人は次の事項を含む監査対象書類を監査して

おります。

①連結計算書類「連結注記表」

②計算書類「個別注記表」
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議決権行使方法についてのご案内
下記いずれかの方法により、議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。

事前の議決権行使をいただく場合

同封の議決権行使書用紙をご持参いただき、会場受付にご提出ください。
開会直前には会場受付が大変混雑いたしますので、お早めのご来場を�
お願い申し上げます。

（1）�書面とインターネット(「スマート行使」を含む。）により二重に議決権を行使された場合は、インターネット�
（「スマート行使」を含む。）によるものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。

（2）�インターネット（「スマート行使」を含む。）により議決権を複数回行使された場合は、最後に行われたもの
を有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。

重複して行使された議決権の取扱いについて

インターネットによる議決権行使に関して、パソコンやスマートフォンの操作方法がご不明な場合は、�
以下にお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。
株主名簿管理人　三井住友信託銀行株式会社　証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル

 0120-652-031（9:00～21:00）

当日ご出席いただく場合

2026年６月26日（金曜日）午前10時株主総会へ出席 株主総会開催日時

2026年６月25日（木曜日）
午後6時行使分まで

次ページの案内に従って、議案に対する賛否をご入
力ください。

行使期限

インターネットによるご行使

詳細につきましては次頁
をご覧ください。

2026年６月25日（木曜日）
午後6時到着分まで

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご
表示いただき、行使期限までに当社株主名簿管理
人に到着するようご返送ください。

書面による議決権行使

行使期限
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インターネットによる
議決権行使方法のご案内

インターネット行使期限
2026年6月25日（木曜日）午後6時まで

●�一度議決権を行使した後で行使内容を変更される場合、議決権行使書
用紙に記載の「議決権行使コード」「パスワード」をご入力いただく
必要があります。
●�インターネットと書面により重複して議決権を行使された場合は、イ
ンターネットによる議決権行使を有効なものといたします。また、イ
ンターネットによって複数回議決権を行使された場合は、最後に行わ
れたものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。
●�1・4・7・10月の第1月曜日0:00～5:00は、メンテナンスのため�
ご利用いただけません。

お問い合わせ

三井住友信託銀行　
証券代行ウェブサポート 
専用ダイヤル

0120-652-031
（受付時間　9時～21時）

ぜひQ&Aも
ご確認ください。

ご注意事項

以下のURLより議決権行使書用紙に記載のログインID・パスワードをご入力のうえアクセスしてください。ログイン
以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

スマートフォン等による議決権行使方法

❶ �議決権行使書用紙に記載のQR
コード®を読み取ります。

❷ �株主総会ポータル®トップ画面
から「議決権行使へ」ボタン
をタップします。

❸ �スマート行使®トップ画面が表示
されます。以降は画面の案内に
従って賛否をご入力ください。

※�QRコードは（株）デンソーウェーブの
登録商標です。

PC等による議決権行使方法

株主総会ポータルURL　▶https://www.soukai-portal.net
議決権行使ウェブサイトも引き続きご利用いただけます。 ▶https://www.web54.net
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株主総会参考書類

第 １ 号議案 剰余金の処分の件

当社は、現在生じている繰越利益剰余金の欠損を填補し、財務体質の健全化を図

るとともに、今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保することを目的として、剰

余金の処分を行いたいと存じます。

具体的には、会社法第452条に基づき、その他資本剰余金の一部を繰越利益剰余金

に振り替え、繰越利益剰余金の欠損填補に充当することにつき、ご承認をお願いす

るものであります。

１．剰余金の処分の内容

その他資本剰余金のうち567,796,482円を繰越利益剰余金に振り替え、欠損填補に

充当するものであります。

（１）減少する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金 567,796,482円

（２）増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 567,796,482円

２．剰余金の処分の効力発生日

2026年６月30日
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第 ２ 号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除きます。以下、本議案において同じです。）

全員（４名）は本総会終結の時をもって任期満了となります。

つきましては、取締役４名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番号

氏
ふ り が な

名
（生年月日）

略歴、地位、担当及び
重要な兼職の状況

所有する
当社株式
の数

１
大
お お の と も ひ ろ

野 智弘

(1969年11月22日)

1993年６月 アンダーセン・コンサル
ティング東京事務所（現
アクセンチュア株式会
社） 入社

3,314,200株

2000年５月 Andersen Consulting UK
（現Accenture UK）転籍

2002年３月 SN Systems Limited（英
国） 入社

2005年４月 株式会社ＳＮシステムズ
代表取締役就任

2006年５月 Zen United Limited（英
国）設立 取締役

2011年１月 KAYAC EUROPE LIMITED
（現 Kudan Limited）設
立 代表取締役（現任）

2014年11月 当社 設立 取締役
2014年12月 当社 代表取締役（現

任）
2025年９月 株式会社キッチハイク

社外取締役（現任）
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候補者
番号

氏
ふ り が な

名
（生年月日）

略歴、地位、担当及び
重要な兼職の状況

所有する
当社株式
の数

２

項
こ う だ い う

大雨

(1984年８月30日)

2009年４月 トヨタ自動車株式会社
入社

29,800株

2014年９月 マッキンゼー・アンド・
カンパニー東京支社 入
社

2016年11月 当社 入社
2017年７月 当社 取締役COO就任
2020年７月 Artisense Corporation

取締役CEO就任（現任）
2020年11月 当社 代表取締役CEO就

任（現任）
2023年８月 Kudan Limited

Managing Director 就 任
（現任）

３
郝
はお てぃえん

天

(1984年８月10日)

2010年４月 日本エリクソン株式会社
（現 エリクソン・ジャ
パン株式会社） 入社

―株2021年８月 当社 入社
2022年６月 当社 執行役員CRO就任
2023年６月 当 社 取 締 役 COO 就 任

（現任）

※４
浅
あ さ の れ い こ

野 礼子

(1982年11月25日)

2005年４月 株式会社NTTドコモ 入
社

―株2024年11月 当社 入社
2025年４月 当社 日本事業 統括責

任者就任（現任）
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（注）１．※印は新任の取締役候補者であります。
２. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
３. 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約

を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる被保険者の
業務遂行に関して提起された損害賠償請求による損害（争訟費用を含み
ます。）を、当該保険契約により填補することとしております。当該役
員等賠償責任保険契約の被保険者は当社及び当社の子会社の全ての取締
役であり、全ての被保険者の保険料を当社が全額負担しております。新
任候補者を除く各候補者は、当該保険契約の被保険者となっておりま
す。また、各候補者が取締役に選任され就任した場合には、当該保険契
約の被保険者に含められることとなります。また、当社は、当該保険契
約を任期途中に更新することを予定しております。
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第 ３ 号議案 監査等委員である取締役２名選任の件

監査等委員である取締役の美澤臣一氏及び三井田隆氏の２名は本総会終結の時を
もって任期満了となります。
つきましては、監査等委員である取締役２名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。

監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。
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候補者
番号

氏
ふ り が な

名
（生年月日）

略歴、地位、担当及び
重要な兼職の状況

所有する
当社株式
の数

１
美
み さ わ し ん い ち

澤 臣一

(1960年６月22日)

1984年４月 西武建設株式会社 入社

40,000株

1989年４月 大和証券株式会社(現株
式会社大和証券グループ
本社) 入社

1997年７月 ディー・ブレイン証券株
式会社 設立 代表取締
役社長

1999年７月 トランス・コスモス株式
会社 入社 事業企画開
発本部副本部長

2000年６月 同社 取締役
2001年４月 同社 常務取締役事業推

進本部長
2002年10月 同社 専務取締役
2004年４月 同社 専務取締役CFO(最

高財務責任者)
2006年５月 コ・クリエーションパー

トナーズ株式会社 代表
取締役（現任）

2008年９月 株式会社マクロミル 社
外取締役

2009年７月 株式会社フロンティアイ
ンターナショナル 社外
監査役（現任）

2011年７月 株式会社ザッパラス 社
外取締役

2013年６月 ミナトエレクトロニクス
株式会社（現 ミナトホ
ールディングス株式会
社）社外監査役

2014年３月 JIG-SAW株式会社 社外
監査役

2015年６月 当社 社外取締役
2016年３月 JIG-SAW株式会社社外取

締役監査等委員（現任）
2019年12月 株式会社ワンキャリア

社外監査役
2020年６月 当社 社外取締役監査等

委員（現任）
2022年３月 株式会社ワンキャリア

社外取締役監査等委員
（現任）
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候補者
番号

氏
ふ り が な

名
（生年月日）

略歴、地位、担当及び
重要な兼職の状況

所有する
当社株式
の数

２
三井
み い だ た か し

田 隆

(1985年９月16日)

2008年９月 有限責任監査法人トーマ
ツ 入所

―株

2013年９月 三井田公認会計士事務所
代表（現任）

2014年７月 WORLD TROTTER株式会社
代表取締役（現任）

2024年６月 当社 社外取締役監査等
委員（現任）

（注）１．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．美澤臣一氏及び三井田隆氏は、監査等委員である社外取締役候補者であ

ります。なお、当社は、現在、美澤臣一氏及び三井田隆氏を東京証券取
引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、両氏が取締役に選任
され就任した場合には、引き続き独立役員とする予定です。

３．美澤臣一氏は、過去に上場会社の財務執行責任者を務めるなど豊富な経
験を有しており、企業経営に関する経験を活かして当社経営に対して中
立的な立場からの助言を行うとともに、偏りのない経営の監督・監視を
行っていただく役割を果たしていただくことが期待できるものと判断し、
社外取締役（監査等委員）候補者として選任をお願いするものでありま
す。なお、同氏の在任期間は、本総会終結の時をもって11年（うち監査
等委員である取締役として６年）となります。

４．三井田隆氏は、公認会計士としての財務及び会計に関する高度な知見を
有しており、その知識経験に基づき、コンプライアンス、リスク管理及
び内部統制に関して、当社経営に対して中立的な立場からの助言を行う
とともに、偏りのない経営の監督・監視を行っていただく役割を果たし
ていただくことが期待できるものと判断し、社外取締役（監査等委員）
候補者として選任をお願いするものであります。なお、同氏の在任期間
は、本総会終結の時をもって２年となります。

５．当社は、美澤臣一氏及び三井田隆氏との間で、会社法第427条第１項の規
定に基づき、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結
しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額
としております。両氏の選任が承認された場合は、両氏との間で上記責
任限定契約を継続する予定であります。

６. 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を
保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる被保険者の業
務遂行に関して提起された損害賠償請求による損害（争訟費用を含みま
す。）を、当該保険契約により填補することとしております。当該役員等
賠償責任保険契約の被保険者は当社及び当社の子会社の全ての取締役で
あり、全ての被保険者の保険料を当社が全額負担しております。各候補
者は、当該保険契約の被保険者となっており、また、各候補者が取締役
に選任され就任した場合には、当該保険契約の被保険者に含められるこ
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ととなります。また、当社は、当該保険契約を任期途中に更新すること
を予定しております。

以上
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事 業 報 告

(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)

１．企業集団の現況に関する事項

(1) 事業の経過及びその成果

当連結会計年度の世界経済は、米国の関税政策や地政学リスクの高まりに伴う

エネルギー供給不安など、景気下押し要因があったものの、生成AI関連投資の拡

大や企業・個人による生成AI活用の普及など、AIの社会実装が急速に進展しまし

た。また、労働力不足を背景とした省人化・自動化需要も引き続き高水準で推移

しており、物流・製造・建設・インフラ等の幅広い産業領域において、ロボッ

ト・デジタルツイン等を活用した自動化需要が拡大しております。加えて、AIが

現実空間を知覚し、自律的に行動・継続学習する「フィジカルAI」への注目が世

界的に高まっております。

このような状況下、当社グループは、「あらゆる機械の眼（Eyes for All

Machines）」をビジョンとして掲げ、フィジカルAI時代における基盤技術となる

「空間知覚（Spatial Perception）」技術の研究開発、ライセンス提供並びにソリ

ューション展開を進めてまいりました。空間知覚とは、AIやロボットが現実空間

を理解するための技術領域であり、機械が現実世界を認識し、位置を把握し、周

辺環境を理解しながら行動するための中核技術です。当社グループは、この空間

知覚をAIが現実空間に存在するための、フィジカルAIの根幹技術として位置付け

ております。

空間知覚の基礎となる技術は、当社グループの基幹技術である独自のSLAM

（Simultaneous Localization and Mapping）技術であり、機械が移動しながらリ

アルタイムに自己位置推定と環境地図生成を行うものです。2021年３月期には、

SLAM分野を世界的にリードする独ミュンヘン工科大学発のArtisense Corporation

（本社：米国カリフォルニア州、以下アーティセンス社）をグループ会社化し、

2023年３月期には、同社の直接法SLAMと、当社が従来から保有する間接法SLAMと

のハイブリッド化に成功し、基本性能を向上させました。また、当社技術を組み

込んだ顧客製品の商用化も継続して進展しており、中でもIntel社のロボット開発

プラットフォームへの本格採用は、当技術領域の専門企業による世界初の大手半

導体メーカー向け商用SLAM採用として、重要なマイルストーンとなりました。

当連結会計年度において、当社グループは、「空間知覚プラットフォーム」への

コアSWの拡張を進め、デジタルツイン向け及びロボット向けを中心にHWやソリュ

ーションも含めて技術・事業領域を拡大しました。デジタルツイン向けでは、

Kudan PRISMを中心としたソリューション展開を開始し、設備管理・インフラ点

検・災害対応等に向けたDXソリューションの提供を推進しました。また、ソリュ
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ーション展開を加速するため、関連ハードウェアパッケージも活用しながら市場

開拓及び顧客基盤拡大を進め、将来的な高収益ソフトウェア展開に向けた基盤構

築を推進しました。

ロボット向けでは、物流・製造・建設・インフラ等の幅広い産業領域において、

自律移動及びロボット活用への需要が拡大しております。一方で、屋内外混在環

境、特徴点の少ない環境、頻繁に変化する環境等、複雑環境における自律移動の

実現には依然として高い技術的課題が存在しております。当社グループは、これ

まで培ってきた自己位置推定・環境地図生成技術を基盤として、ナビゲーション、

環境認識等を含む自律移動ソフトウェア基盤へと技術領域を拡張し、ロボット向

けソリューション展開を推進しております。当連結会計年度においては、政府関

連プロジェクト等を通じて、自律移動向けソフトウェア基盤の開発及び事業連携

を推進するとともに、従来の数理的手法に加え、知覚データ主導型のフィジカル

AIモデル導入にも取り組みました。

また、フィジカルAIの発展においては、現実空間に関する大規模かつ高品質な

データの構築が重要となります。当社グループは、デジタルツインによる現実空

間の高精度データ化技術と、ロボットによる空間行動データ取得技術を組み合わ

せることで、フィジカルAI向けデータ技術の提供にも取り組んでおります。デジ

タルツインとロボットは、いずれも現実空間を知覚・理解し、AIによる判断・行

動・継続学習につなげるという点で密接に関連しており、当社グループは、両領

域を横断する空間知覚技術を提供することで、フィジカルAI時代における独自優

位性の確立を進めております。

今後につきましては、デジタルツイン・ロボット・データ技術を統合した空間

知覚プラットフォームの展開を進めるとともに、高粗利ソフトウェアへの集中を

通じて収益性向上を図ってまいります。また、フィジカルAI市場の拡大に合わせ

て、空間知覚を中核としたソフトウェア及びソリューション提供を拡大し、中長

期的な事業成長及び収益拡大を目指してまいります。

この結果、当連結会計年度の経営成績は、売上高1,196,972千円、営業損失は

585,955千円、経常損失は174,487千円、親会社株主に帰属する当期純損失は

188,266千円となりました。

(2) 資金調達の状況

該当事項はありません。

(3) 重要な設備投資の状況

該当事項はありません。
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(4) 他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況

該当事項はありません。

(5) 企業集団の財産及び損益の状況

区 分
第９期 第10期 第11期

第12期
(当連結会計年度)

2023 年 ３ 月 期 2024 年 ３ 月 期 2025 年 ３ 月 期 2026 年 ３ 月 期

売 上 高 (千円) 332,770 490,952 517,549 1,196,972

経 常 利 益
(△損失)

(千円) △394,518 △50,494 △743,274 △174,487

親会社株主に帰属する当期純利益
(△損失)

(千円) △413,571 △69,918 △801,723 △188,266

１ 株 当 た り
当 期 純 利 益
（△損失）

(円) △49.30 △7.88 △72.85 △16.68

総 資 産 (千円) 1,008,076 2,378,416 3,411,142 2,977,983

純 資 産 (千円) 759,781 2,090,813 3,131,104 2,642,449

(6) 主要な事業内容、主要拠点等

当社グループは、AP（人工知覚）技術の研究、開発及び販売等を主たる事業内

容としております。

当社グループの主要拠点は、以下のとおりであります。

①当社

東京都渋谷区（本社）

②子会社等

Ｋｕｄａｎ Ｖｉｓｉｏｎ株式会社：東京都渋谷区

Kudan Limited：Bristol, United Kingdom

Artisense Corporation：California, USA

Kudan Germany GmbH：Munich, Germany
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(7) 重要な子会社等の状況

名 称 資本金
当社の

出資比率
主要な事業内容

Kudan Limited 100英ポンド 100.0％ AP(人工知覚)技術の研究開発

Ｋ ｕ ｄ ａ ｎ
Ｖｉｓｉｏｎ
株式会社

100,000円 100.0％
有価証券の取得、保有及び運用並び
に投資業

Kudan Germany
GmbH

25,000
ユーロ

100.0％
(100.0%)

AP(人工知覚)技術の研究開発

注 出資比率の（）内には、間接保有割合を内数で記載しております。

(8) 企業集団の従業員の状況(2026年3月31日現在)

従業員数 前連結会計年度末比増減

30名 △11名減

注 従業員数は就業員数であり、臨時雇用者数は含みません。

(9) 対処すべき課題等

当社グループの対処すべき課題等は、以下の項目と認識しております。なお、

文中の将来に関する事項は、現時点において、当社が判断したものです。

① 開発体制の強化

当社グループにとっては、基盤技術及びソフトウェアの開発が不可欠であり、

卓越した能力と専門分野を超えた応用力をもつ人材の確保、育成が必要と考えて

おります。当社グループは、顧客・パートナーとの共同研究開発、新規採用を含

む施策によりこのような人材の育成及び確保に努めてまいります。

② 内部管理体制の強化

当社グループは、当社が2011年１月設立の成長段階にある会社であり、また日

本法人において英国子会社・米国子会社・独国子会社の管理を遠隔で行っている

ため、更なる内部管理体制の強化が重要な課題であると考えております。また、

企業価値の向上を図るため、コーポレート・ガバナンスが有効に機能することが

不可欠であると認識し、業務の適正性、財務報告の信頼性確保、及び法令遵守の

徹底を進め、その整備を実施いたしました。更なる業容の拡大を図るためには、

内部管理体制の拡充を進める必要があり、事業の急速な拡大等に、充分な内部管

理体制の構築が追い付かないという事象が生じることのなきよう、拡充と機能向

上に努めてまいります。
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③ フィジカルAI向け事業エコシステムの構築

当社グループが中長期的な成長を実現していくためには、従来より強みを有す

るSLAM等の自己位置推定・環境地図生成技術を基盤としながら、フィジカルAI時

代に求められる空間知覚プラットフォームを発展させ、当社技術の社会実装及び

収益化を加速するための事業エコシステムを構築していくことが必要不可欠であ

ると考えております。

フィジカルAIの社会実装においては、空間を認識・地図化する技術に加え、デ

ジタルツイン、ロボット、センサー、ハードウェア、AIモデル、業務システム、

データ活用基盤等が相互に連携することが重要となります。当社グループは、自

社の空間知覚技術を中核としながら、顧客、事業会社、ロボットメーカー、セン

サーメーカー、システムインテグレーター、研究機関等との連携を拡大し、デジ

タルツイン及びロボットの社会実装を支えるパートナーエコシステムの形成を推

進してまいります。

特に、デジタルツイン領域においては、設備管理、インフラ点検、建設、スマ

ートシティ、防災等の分野におけるソリューション提供を進め、移動ロボット領

域においては、複雑環境における自己位置推定、経路計画、障害物回避等の自律

移動に関する基盤技術を強化してまいります。これらの取り組みにより、幅広い

産業領域における商用化実績を積み上げ、フィジカルAI市場の本格的な拡大に対

応した事業エコシステムの構築を推進してまいります。

(10) 主要な借入先及び借入額(2026年3月31日現在)

借入先 借入金残高

株式会社りそな銀行 200,000千円

(11) その他企業集団の現況に関する重要な事項

該当事項はありません。
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２．会社の株式に関する事項(2026年３月31日現在)

(1) 発行可能株式総数 26,000,000株

(2) 発行済株式総数 11,301,267株

(3) 株主数 14,056名

(4) 大株主(上位10名)

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

大野 智弘 3,314,200株 29.33％

UNION BANCAIRE PRIVEE 788,000株 6.97％

株式会社ヘルシア 256,900株 2.27％

BOFAS INC SEGREGATION ACCOUNT 203,028株 1.80％

上田八木短資株式会社 190,000株 1.68％

BCSL CLIENT RE BBPLC NYBR 164,700株 1.46％

高橋 秀明 156,700株 1.39％

株式会社アグリ 141,000株 1.25％

BANK JULIUS BAER AND CO. LTD.
SINGAPORE CLIENTS

81,100株 0.72％

モルガン・スタンレーMUFG証券株式会
社

66,800株 0.59％

注 持株比率は自己株式を控除して計算しております。

(5) 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況

該当事項はありません。
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３．会社の新株予約権等に関する事項

(1) 当事業年度末日における当社役員が有する職務執行の対価として交付された新

株予約権等の内容の概況

名 称
第５回

新株予約権

新 株 予 約 権 の 数 120個

保 有 人 数
取締役（監査等委員及び社外取締役を除く）

１名

目的となる株式の種類及び数(注)
普通株式
24,000株

新 株 予 約 権 の 行 使 価 格 80,000円

新 株 予 約 権 の 行 使 期 間 2019年３月１日～2027年３月13日

新 株 予 約 権 の 行 使 条 件
原則、行使時において当社グループの役員又は
従業員等であること（相続人による行使は認め
ない）

注 2018年９月13日開催の取締役会決議により、2018年９月30日付で普通株式１株につき200株の
割合で株式分割を行っておりますが、当該分割による調整後の数であります。

(2) 当事業年度中に当社従業員等に交付した新株予約権の状況
該当事項はありません。

(3) その他新株予約権等に関する重要な事項
該当事項はありません。
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４．会社役員に関する事項

(1) 取締役の氏名等

地 位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

代 表 取 締 役 大 野 智 弘 Kudan Limited 代表取締役
株式会社キッチハイク 社外取締役

代 表 取 締 役 項 大 雨 CEO
Kudan Limited Managing Director
Artisense Corporation 取締役CEO

取 締 役 郝 天 COO

取 締 役 柴 田 裕 亮 株式会社エアトリ 代表取締役社長兼CFO
BPM株式会社 社外取締役

取締役（監査等委員) 美 澤 臣 一 コ・クリエーションパートナーズ株式会社
代表取締役
株式会社フロンティアインターナショナル
社外監査役
JIG-SAW株式会社 社外取締役監査等委員
株式会社ワンキャリア 社外取締役監査等
委員

取締役（監査等委員) 小 栗 久 典 弁護士法人内田・鮫島法律事務所 パート
ナー
株式会社ハウテレビジョン 取締役監査等
委員

取締役（監査等委員・常勤) 三井田 隆 三井田公認会計士事務所 代表
WORLD TROTTER株式会社 代表取締役

注１．2025年６月27日開催の第11期定時株主総会終結の時をもって、中山紘平は任期満了によ
り取締役を退任し、村井孝行は任期満了により取締役（監査等委員）を退任いたしまし
た。

２．取締役柴田裕亮、美澤臣一、小栗久典及び三井田隆は、会社法第２条第15号に定める社

外取締役であり、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

３．取締役（監査等委員・常勤）三井田隆は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会

計に関する相当程度の知見を有するものであります。

４．情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために常勤の監査等委

員を置いております。
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(2) 責任限定契約

取締役柴田裕亮、取締役美澤臣一、取締役小栗久典及び取締役三井田隆は、会

社法第427条第1項の規定に基づき、当社と賠償責任を限定する契約を締結してお

ります。当該契約に基づく賠償責任限度額は、会社法第425条第1項に定める最低

責任限度額（その職務を行うにあたり善意でかつ重大な過失がないときに限る）

であります。

(3) 補償契約

該当事項はありません。

(4) 役員等賠償責任保険契約

当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会

社との間で締結し、被保険者が負担することになる被保険者の業務遂行に関して

提訴された損害賠償請求による損害（争訴費用を含みます。）を、当該保険契約に

より填補することとしております。当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は当

社及び当社の子会社の全ての取締役であり、全ての被保険者の保険料を当社が全

額負担しております。但し、犯罪行為や法令違反の行為であることを認識して行

った行為に起因して生じた損害は填補されない等、一定の免責事由を設けること

により、被保険者の職務執行の適正性が損なわれないように措置を講じておりま

す。

(5) 取締役の報酬等

① 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針

当社は、取締役会決議により、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の

個人別の報酬等の内容に係る決定方針（以下、「決定方針」といいます。）を定

めております。その概要は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内におい

て、会社全体の業績、業績に対する個々人の貢献度等を勘案して年額を決定し、

その内容は全て固定の基本報酬（金銭報酬）のみとしております。

② 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の金銭報酬の額は、2019年６月27

日開催の第５回定時株主総会において年額200百万円以内（うち、社外取締役年

額30百万円以内）と決議されております（使用人兼務取締役の使用人分給与は

含まない）。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は５名（うち、社外取締

役は１名）です。

監査等委員である取締役の金銭報酬の額は、2019年６月27日開催の第５回定

時株主総会において年額30百万円以内と決議しております。当該定時株主総会

終結時点の監査等委員である取締役の員数は３名です。
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③ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項

当社においては、2023年６月23日開催の取締役会決議に基づき代表取締役で

ある大野智弘に取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定することを委任し

ております。その権限の内容は、各取締役（監査等委員である取締役を除く。）

の基本報酬（金銭報酬）の額の決定としております。これらの権限を委任した

理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当領域や職責の評価を行う

には代表取締役であり、かつ当社の創業者でもある大野智弘が最も適している

からであります。

④ 当事業年度に係る取締役の報酬等の総額等

区 分 支給人数 報酬等の総額（基本報酬のみ）

取締役（監査等委員を除く） ５名 48,675千円（うち社外取締役 １名 1,800千円）

取締役（監査等委員） ４名 13,350千円（うち社外取締役 ４名 13,350千円）

⑤ 当事業年度に係る取締役の個人別報酬等の内容が決定方針に沿うものである

と判断した理由

当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容については、上記③のとお

り取締役会の委任に基づき代表取締役である大野智弘が決定したものでありま

すが、取締役会としましては、過年度の報酬等とも比較して当社の業績や当該

業績に対する個々人の貢献を踏まえたものとなっており、上記①の決定方針に

沿うものであると判断しております。
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(6) 社外役員に関する事項

① 社外役員の重要な兼職等に関する事項

区 分 氏 名 重要な兼職の状況 兼職先との関係

社外取締役 柴 田 裕 亮
株式会社エアトリ 代表取締役
社長兼CFO
BPM株式会社 社外取締役

特別な関係はあ
りません。

社外取締役
（監査等委員）

美 澤 臣 一

コ・クリエーションパートナー
ズ株式会社 代表取締役
株式会社フロンティアインタ
ーナショナル 社外監査役
JIG-SAW株式会社 社外取締役
監査等委員
株式会社ワンキャリア 社外
取締役監査等委員

特別な関係はあ
りません。

小 栗 久 典

弁護士法人内田・鮫島法律事務
所 パートナー
株式会社ハウテレビジョン 取
締役監査等委員

特別な関係はあ
りません。

三 井 田 隆
三井田公認会計士事務所 代表
WORLD TROTTER株式会社 代表
取締役

特別な関係はあ
りません。
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② 社外取締役が期待される役割に関して行った職務の概要及び当事業年度にお

ける主な活動状況

区 分 氏 名 期待される役割及び主な活動状況

取締役 柴 田 裕 亮

当事業年度開催の取締役会の全回に出席し、上場会
社の財務執行責任者としての豊富な財務及び会計の
知見並びに企業経営に関する経験に基づき、議案、
審議等について必要な発言を適宜行っております。

取締役
（監査等委員）

美 澤 臣 一

当事業年度開催の取締役会の全回に出席し、議案、
審議等について必要な発言を適宜行っております。
また、当事業年度開催の監査等委員会の全回に出席
し、上場会社の財務執行責任者を含む豊富な財務並
びに会計の知見及び企業経営に関する経験に基づき、
必要な発言を行っております。

取締役
（監査等委員）

小 栗 久 典

当事業年度開催の取締役会の全回に出席し、議案、
審議等について必要な発言を適宜行っております。
また、当事業年度開催の監査等委員会の全回に出席
し、弁護士・弁理士としての専門的見地に基づき、
必要な発言を行っております。

取締役
（監査等委員・常勤）

三 井 田 隆

当事業年度開催の取締役会の全回に出席し、議案、
審議等について必要な発言を適宜行っております。
また、当事業年度開催の監査等委員会の全回に出席
し、公認会計士としての専門的見地に基づき、必要
な発言を行っております。常勤の監査等委員として、
内部監査又は会計監査人と連携し、当社の内部管理
体制の構築、維持の状況の確認を行っております。
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５．会計監査人に関する事項

(1) 会計監査人の状況

会計監査人の名称 東光有限責任監査法人

なお、東光監査法人は、監査法人の種類の変更により、2025年７月２日をも

って東光有限責任監査法人となりました。

当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 24,260千円

当事業年度に会計監査人に支払った非監査業務に係る報酬等の額 -千円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の

利益の合計額 24,260千円

注１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に
基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんの
で、当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額にはこれらの合計額を記載してお
ります。

２．監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」

を踏まえ、会計監査人の監査計画、監査の実施状況及び監査報酬見積りの算出根拠等を

確認し検討した結果、会計監査人の報酬等について同意しております。

(2) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

監査等委員会は、会計監査人が適正に監査を遂行することが困難であると認め

られる場合等、その必要があると判断した場合、株主総会に提出する会計監査人

の解任又は不再任に関する議案の内容を決定します。また、監査等委員会は、会

計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事由に該当すると認められる場合

は、監査等委員全員の同意により、会計監査人を解任します。この場合、監査等

委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会

計監査人を解任した旨及び解任の理由を報告します。

2026年05月27日 13時32分 $FOLDER; 25ページ （Tess 1.50(64) 20260319_01）



― 26 ―

６．業務の適正を確保するための体制等の整備及び運用状況に関する事項

当社では、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下のような業務の適正を確保

するための体制整備の基本方針として、内部統制システム整備の基本方針を定めて

おります。

(1) 内部統制システム構築指針

取締役及び従業員は、高い倫理観と良心をもって職務遂行にあたり、法令及び

社内諸規定を遵守するとともに、社会規範に沿った責任ある行動をとるものとし

ます。

なお、会社の業務執行の適法性・効率性を確保し、リスク管理に努めるために、

この基本方針は経営環境の変化に応じて不断の見直しを図るものとします。

(2) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため

の体制

コンプライアンス体制の構築・維持については、監査等委員による取締役の業

務執行の監視に加え、代表取締役の命を受けた内部監査担当者が、内部監査規程

に基づき、取締役及び使用人の職務の執行に関する状況の把握、監視等を定期的

に行い、代表取締役に報告しております。

また、法令や社内規程上疑義のある行為等についてその情報を直接受領する内

部通報制度を整備・運用しております。

(3) 取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理については、管理部を管掌する取

締役を担当役員とし、職務執行に係る情報を適切に文書又は電磁的情報により記

録し、文書管理規程に定められた期間保存・管理を行うものとしております。な

お、取締役は、これらの文書等を常時閲覧できるものとし、担当役員はその要請

に速やかに対応するものとしております。

(4) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

危機管理体制については、リスク管理規程に基づいて、管理部を管掌する取締

役を担当役員とし、管理部をリスク責任部門としております。また、管理部は、

具体的なリスクを想定、分類し、有事に備え、迅速かつ適切な情報伝達をはじめ

とする緊急体制を整備するものとし、定期的に取締役会に対してリスク管理に関

する事項を報告するものとしております。なお、不測の事態が発生した場合には、

代表取締役を部長とする対策本部を設置し、早期解決に向けた対策を講じるとと

もに、必要となる再発防止策を策定するものとしております。
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(5) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

取締役会は、全社的な事業計画を定めるものとし、各取締役は、計画達成に向

けて各部門が実施すべき具体的な数値目標及びアクションプランを定めるものと

しております。これらの計画の達成に向けて予算管理を月次で行うほか、計画の

進捗評価に用いる主要な指標については、部長会議において情報共有されており

ます。また、稟議・決裁等のプロセスが明確化されているため、全ての業務レベ

ルにおいて決定が迅速かつ適正に行われております。このような機関ないし会議

体の機能と業務プロセスにおける位置付けに関しては、全役員及び社員の間で共

通に認識されているため、計画の策定と推進、その進捗の評価が適正に行われる

体制が整っております。

(6) 監査等委員がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当

該使用人に関する事項

内部監査担当者が協力するとともに、監査業務に必要な補助すべき特定の従業

員の設置が必要な場合は監査等委員がそれを指定できるものとしております。

(7) 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項

監査等委員より監査業務にかかる指揮命令を受けた従業員は、所属する上長の

指揮命令を受けないものとしております。また、当該従業員の人事異動及び人事

考課を行う場合は、監査等委員の意見を聴取し、その意見を十分尊重して実施す

るものとしております。

(8) 取締役及び使用人が監査等委員に報告をするための体制その他の監査等委員へ

の報告に関する体制

取締役及び使用人は、重大な法令違反及び著しい損害を及ぼす恐れのある事実

を知ったとき等は、遅滞なく監査等委員に報告するものとします。

監査等委員は必要に応じていつでも取締役に対し報告を求めることができるも

のとします。
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(9) その他監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査等委員が重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を効率的かつ効果的

に把握できるようにするため、監査等委員はいつでも取締役及び従業員に対して

報告を求めることができ、取締役は社内の重要な会議への監査等委員の出席を拒

めないものとしております。

また、監査等委員は、内部監査担当者及び会計監査人と緊密に連携し、定期的

に情報交換を行うものとし、必要に応じて顧問弁護士との意見交換等を実施する

ものとしております。

(10) 反社会的勢力排除に向けた体制

当社は、反社会的勢力との取引関係や支援関係を含め一切の接触を遮断し、反

社会的勢力からの不当要求は断固として拒絶するものとしております。

反社会的勢力から経営活動に対する妨害や加害行為、誹謗中傷等の攻撃を受け

た場合は、管理部が対応を一元的に管理し、警察等関連機関とも連携し、組織全

体で毅然とした対応を行う体制を整えております。

(11) 財務報告の信頼性を確保するための体制

「財務報告に係る内部統制の基本方針」を定めるとともに、財務報告に係る内

部統制が有効に行われる体制の整備、維持、向上を図っております。

当事業年度における、当社の業務の適正を確保するための体制の運用状況の概況

は、以下のとおりとなっております。

財務報告の有効性に関する評価、各部署における業務の統制状況並びに法令遵守

の状況については、監査等委員会及び会計監査人と内部監査担当者が連携して計画

的に実施する内部監査により検証しており、各々の検証結果については内部監査報

告書として代表取締役及び監査等委員会に対し、報告を行っております。

監査等委員会は、経営に重大な影響を及ぼすリスクについて適切に対応している

か業務執行を行う取締役に適時確認しており、その検証結果は必要に応じて代表取

締役に報告しております。

また、コンプライアンスに抵触する事態の発生を予防するため、全社員に対しコ

ンプライアンスの教育・研修を継続的に実施し、コンプライアンス意識の定着と浸

透を図っております。
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連 結 計 算 書 類

連結貸借対照表（2026年３月31日現在）

(単位：千円)

科 目 金 額 科 目 金 額

（資 産 の 部） （負 債 の 部）

流 動 資 産 2,447,595 流 動 負 債 335,533

現 金 及 び 預 金 1,986,078 買 掛 金 22,302

売掛金及び契約資産 367,641 未 払 金 28,243

営 業 投 資 有 価 証 券 2,157 短 期 借 入 金 200,000

棚 卸 資 産 56,552 未 払 法 人 税 等 20,946

短 期 貸 付 金 3,668 預 り 金 5,061

未 収 還 付 法 人 税 等 580 そ の 他 58,979

そ の 他 34,395

貸 倒 引 当 金 △3,477

固 定 資 産 530,387

有 形 固 定 資 産 0

建 物 附 属 設 備 0

工具、器具及び備品 0 負債の部合計 335,533

車 両 運 搬 具 0 （純 資 産 の 部）

投 資 そ の 他 の 資 産 530,387 株 主 資 本 3,578,661

投 資 有 価 証 券 500,000 資 本 金 30,088

差 入 保 証 金 30,380 資 本 剰 余 金 3,135,755

そ の 他 7 利 益 剰 余 金 414,656

自 己 株 式 △1,838

その他の包括利益累計額 △953,485

為替換算調整勘定 △953,485

新 株 予 約 権 17,273

純資産の部合計 2,642,449

資産の部合計 2,977,983 負債及び純資産合計 2,977,983
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連結損益計算書

（自 2025年４月１日 至 2026年３月31日）

(単位：千円)

科 目 金 額

売 上 高 1,196,972

売 上 原 価 826,194

売 上 総 利 益 370,777

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 956,733

営 業 損 失 585,955

営 業 外 収 益

受 取 利 息 3,789

補 助 金 収 入 58,313

為 替 差 益 354,693

そ の 他 2,875 419,671

営 業 外 費 用

株 式 交 付 費 223

支 払 利 息 4,839

和 解 金 2,250

そ の 他 890 8,203

経 常 損 失 174,487

特 別 損 失

減 損 損 失 12,758 12,758

税 金 等 調 整 前 当 期 純 損 失 187,246

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 1,020

法 人 税 等 合 計 1,020

当 期 純 損 失 188,266

親会社株主に帰属する当期純損失 188,266

2026年05月27日 13時32分 $FOLDER; 30ページ （Tess 1.50(64) 20260319_01）



― 31 ―

連結株主資本等変動計算書

（自 2025年４月１日 至 2026年３月31日）

(単位：千円)

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計

当 期 首 残 高 13,317 3,927,201 △205,294 △1,812 3,733,411

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行 16,771 16,771 33,543

親 会 社 株 主 に
帰属する当期純損失

△188,266 △188,266

欠 損 填 補 △808,217 808,217 -

自 己 株 式 の 取 得 △26 △26

株主資本以外の項目の当期変動額（純額)

当 期 変 動 額 合 計 16,771 △791,446 619,951 △26 △154,749

当 期 末 残 高 30,088 3,135,755 414,656 △1,838 3,578,661

(単位：千円)

その他の包括利益累計額

新株予約権 純 資 産 合 計そ の 他
有 価 証 券
評 価 差 額 金

為 替 換 算
調 整 勘 定

そ の 他 の
包 括 利 益
累 計 額 合 計

当 期 首 残 高 13,114 △618,269 △605,155 2,849 3,131,104

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行 33,543

親 会 社 株 主 に
帰属する当期純損失

△188,266

欠 損 填 補 -

自 己 株 式 の 取 得 △26

株主資本以外の項目の当期変動額（純額) △13,114 △335,215 △348,329 14,424 △333,905

当 期 変 動 額 合 計 △13,114 △335,215 △348,329 14,424 △488,654

当 期 末 残 高 - △953,485 △953,485 17,273 2,642,449
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連結注記表

１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

(1) 連結の範囲に関する事項

連結子会社の数 ５社

主要な連結子会社の名称 Kudan Limited

Kudan USA LLC

Kudan Vision株式会社

Kudan Germany GmbH

(2) 連結子会社の事業年度等に関する事項

Kudan Limited、Kudan USA LLC、Kudan Vision株式会社の決算日は、連結決算日

と一致しております。

Artisense Corporation、Kudan Germany GmbHは、決算日が12月31日と連結決算日

と異なるものの、連結決算日での仮決算を行った計算書類を使用して、連結決算を

行っております。

２．重要な会計方針

(1) 資産の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準及び評価方法

①その他有価証券

市場価格のない株式等 移動平均法による原価法

②営業投資有価証券

市場価格のない株式等以外のもの 時価法（評価差額は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は移動平均法により算定）

市場価格のない株式等 移動平均法による原価法

棚卸資産の評価基準及び評価方法

個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価

切り下げの方法）
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(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

建物附属設備 定額法 主として 10年

工具、器具及び備品 定額法 主として ３年～５年

車両運搬具 定額法 主として ５年

無形固定資産

自社利用のソフトウエア 定額法 ２年

(3) 引当金の計上基準

貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能

見込額を計上しております。

(4) 繰延資産の処理方法

株式交付費

支出時に全額費用として処理しております。

(5) 重要な収益及び費用の計上基準

当社及び連結子会社の顧客との契約について、以下の５ステップアプローチに基

づき、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点、もしくは、移転する

につれて当該財又はサービスと交換に権利を得ると見込む対価の額で収益を認識し

ております。

また、ソフトウェアライセンス、開発受託、保守・サポート契約のうち、履行義

務が財又はサービスを他の当事者によって提供されるように手配することであると

判断する代理人取引に該当する場合は顧客から受け取ると見込まれる金額から仕入

先に支払う金額を控除した純額で収益を認識しております。

ステップ１：顧客との契約を識別する

ステップ２：契約における履行義務を識別する

ステップ３：取引価格を算定する

ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する

ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する

当社グループが主な事業としているソフトウェアライセンス、開発受託、保守・

サポート契約及びハードウェア販売について、顧客との契約に基づき履行義務を識
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別しており、それぞれ以下のとおり収益を認識しております。取引の対価は履行義

務を充足してから主として３ヵ月以内に受領しており、重要な金融要素を含んでお

りません。

①ソフトウェアライセンス

ソフトウェアライセンスの主な内容は、当社が開発したソフトウェアの提供であ

り、この履行義務は、約束した財又はサービスを顧客に引き渡した時点で充足する

と判断しております。そのため、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した

時点で収益を認識しております。

②開発受託

開発受託の主な内容は、当社ソフトウェアを用いた顧客製品化に向けた開発支援

及び顧客が仕様を指定するソフトウェアの開発であり、この履行義務はプロジェク

トの進捗に応じて履行義務を充足していくと判断しております。そのため、合理的

な進捗度の見積もりができるものについては主として見積総原価に対する実際の発

生原価の割合に基づき算定しております。なお、合理的な進捗度の見積もりができ

ない場合、進捗分に係る費用を回収できるものについては、原価回収基準に基づい

て収益を認識しております。

③保守・サポート契約

保守・サポート契約の主な内容は、当社ソフトウェアを利用する顧客に対する保

守・サポート業務の提供であり、この履行義務は、サービス提供期間にわたり充足

していくと判断しております。そのため、主に約束したサービス提供期間内での期

間の経過につれて収益を認識しております。

④ハードウェア販売

ハードウェア販売の主な内容は、当社ソフトウェアを搭載したハードウェアの提

供及び外部ベンダーから調達したハードウェアの仕入販売であり、この履行義務は、

約束した財又はサービスを顧客に引き渡した時点で充足すると判断しております。

そのため、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で収益を認識して

おります。

(6) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差

額は損益として処理しております。

なお、在外子会社等の資産及び負債は、決算日の直物為替相場により円貨に換算
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し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部にお

ける為替換算調整勘定に含めて計上しております。

(7) のれん相当額の償却方法及び償却期間

のれん相当額の償却については、その効果が発現すると見積もられる期間で均等

償却することとしております。

３．会計上の見積りに関する注記

投資有価証券の評価

(1) 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

当連結会計年度

投資有価証券 500,000千円

市場価格のない株式等 500,000千円

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

その他有価証券で市場価格のない株式については、実質価額が取得原価に比べ

50％程度以上低下した場合には相当の減額を行うこととしております。実質価額

は、通常は、一般に公正妥当と認められる会計基準に準拠して作成した財務諸表

を基礎に、原則として資産等の時価評価に基づく評価差額等を加味して算定した

１株当たりの純資産額に所有株式数を乗じた金額ですが、会社の超過収益力や経

営権等を反映して、1株当たりの純資産額を基礎とした金額に比べて相当高い価額

が実質価額として評価される場合があります。

① 算出方法

非上場株式等の評価において、投資先の財政状態が悪化し、株式の実質価額が

著しく下落した場合には、取得価額を実質価額まで減額しております。また、投

資先の超過収益力を反映した価額で取得した株式については、取得時に把握した

超過収益力が引き続き存続する場合に、投資先の純資産持分相当額に超過収益力

を加味して株式の実質価額を算定しております。

② 主要な仮定

事業計画の策定にあたり、将来の売上高の予測をするうえでその基礎となる販

売数量を主要な仮定としております。

③ 翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響

投資先の業績不振や財政状態の悪化により、現状の帳簿価額に反映されていな

い損失又は帳簿価額の回収不能が生じ、減損処理が必要となる可能性があります。
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４．連結貸借対照表に関する注記

(1) 顧客との契約から生じた債権の残高及び契約資産の残高

売掛金 337,122千円

契約資産 30,517千円

(2) 有形固定資産の減価償却累計額

建物附属設備 21千円

工具、器具及び備品 29,475千円

車両運搬具 337千円

５．連結株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当連結会計年度の末日における発行済株式の種類及び株式数

普通株式 11,301,267株

(2) 剰余金の配当に関する事項

該当事項はありません。

(3) 当連結会計年度の末日における当社が発行している新株予約権の目的となる株式

の数

普通株式 32,300株
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６．収益認識に関する注記

(1) 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：千円）

AP事業（注１） 合計

ソフトウェアライセンス 44,181 44,181

開発受託 275,948 275,948

ハードウェア販売 846,293 846,293

保守・サポート契約 29,999 29,999

その他 550 550

顧客との契約から生じる収益 1,196,972 1,196,972

外部顧客への売上高 1,196,972 1,196,972

（注）１．当社グループの事業セグメントは、AP事業を主要な事業としております。
AP事業は、機械（コンピュータやロボット）の「眼」に相当する人工知覚

（AP）のアルゴリズムの研究開発を行い、主としてライセンス提供及び開発
支援を行っております。

(2) 収益を理解するための基礎となる情報

「重要な会計方針」の「重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりです。

(3) 当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報

①契約資産及び契約負債の残高等

契約資産は、主に開発受託において進捗度の見積りに基づいて認識した収益に

かかる未請求売掛金です。

契約資産は、顧客の検収時に顧客との契約から生じた債権へ振り替えられま

す。

契約負債は、主に顧客から受領した前受金です。
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（単位：千円）

金額

顧客との契約から生じた債権（当期首） 182,513

顧客との契約から生じた債権（当期末） 337,122

契約資産（当期首） ―

契約資産（当期末） 30,518

契約負債（当期首） 383

契約負債（当期末） ―

②残存履行義務に分配した取引価格

当連結会計年度において、未充足（又は部分的に未充足）の履行義務から認識

した収益の額に重要性はありません。

（単位：千円）

金額

未充足の履行義務に配分した取引価格 ―

７．金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取組方針

当社グループは、余裕資金の運用を短期的な預金により行い、資金調達を増資

及び借入により行っております。また、デリバティブを含む投機的な取引は行わ

ない方針であります。

② 金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。差入保証金

は事務所の賃借に伴うものであり、賃貸人の信用リスクに晒されております。貸

付金については変動金利を適用しており、金利変動リスクに晒されております。

営業投資有価証券のうち、上場株式については市場価格の変動リスクにさらされ

ております。

営業債務である、未払金及び短期借入金は、その全てが１年以内の支払期日で
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ありますが、支払期日にその支払いを実行できなくなる流動性リスクに晒されて

おります。

未払法人税等は、その決済時において流動性リスク（支払期日に支払いを実行

できなくなるリスク）に晒されておりますが、当社グループは適時に資金繰計画

を作成する等の方法により管理しております。

③ 金融商品に係るリスク管理体制

(a) 信用リスクの管理

営業債権について、取引先毎に与信限度額を定めると同時に、取引規模に応じ

信用調査を行っています。

(b) 市場リスク（為替等の変動リスク）の管理

為替変動についての継続的なモニタリングを行うことで為替リスクを管理して

います。

(c) 営業債務及び借入債務等に係る流動性リスクの管理

適時に資金繰り計画を作成・更新することにより流動性リスクを管理しており

ます。また、資金管理体制に関しては、親会社が集中して資金調達を行い子会社

へ資金供給するグループファイナンス方針を採っております。

(d) 金利リスクの管理

貸付・借入条件を適時に見直すことにより金利変動リスクの低減を図っており

ます。

④ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、合理的に算定された価額が含まれております。当該価額

の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用する

ことにより、当該価額が変動することもあります。
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(2) 金融商品の時価等に関する事項

連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりでありま

す。

(単位：千円)
連結貸借対照表

計上額
時価 差額

差入保証金 30,380 29,986 △393

資産計 30,380 29,986 △393

短期借入金 200,000 198,804 1,195

負債計 200,000 198,804 1,195

(*1) 「現金及び預金」、「売掛金及び契約資産」、「短期貸付金」、「買掛金」、「未払

金」、「未払法人税等」、「預り金」については、現金及び短期間で決済される

ため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しておりま

す。

(*2) 市場価格のない株式等の連結貸借対照表計上額

区分 当連結会計年度（千円）

営業投資有価証券

非上場株式 2,157

投資有価証券

非上場株式 500,000

(*3) 金銭債権の連結決算日後の償還予定額

(単位：千円)

１年以内
１年超
５年以内

５年超
10年以内

10年超

差入保証金 30,380 ― ― ―

合計 30,380 ― ― ―

(*4) 短期借入金の連結決算日後の返済予定額

(単位：千円)

１年以内
１年超
５年以内

５年超
10年以内

10年超

短期借入金 200,000 ― ― ―

合計 200,000 ― ― ―
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(3) 金融商品の時価のレベルごとの内訳などに関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じ

て、以下の３つのレベルに分類しております。

レベル1の時価： 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場に

おいて形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に

関する相場価格により算定した時価

レベル2の時価： 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のイ

ンプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した

時価

レベル3の時価： 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した

時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数利用している場合には、それ

らのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最

も低いレベルに時価を分類しております。

①時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

当連結会計年度（2026年３月31日）

該当事項はありません。

②時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

当連結会計年度（2026年３月31日）

区分
時価（千円）

レベル1 レベル2 レベル3 合計

差入保証金 ― 29,986 ― 29,986

資産計 ― 29,986 ― 29,986

短期借入金 ― 198,804 ― 198,804

負債計 ― 198,804 ― 198,804

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
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差入保証金

差入保証金の時価は、差入先ごとに、その将来キャッシュ・フローを国債の利回

り等適切な利率で割り引いた現在価値により算定しており、その時価をレベル2の時

価に分類しております。

短期借入金

短期借入金の時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを

加味した利率を基に、割引現在価値法により算定しており、レベル2の時価に分類し

ております。

８．１株当たり情報に関する注記

１株当たり純資産額 232円30銭

１株当たり当期純損失金額 16円68銭

９．後発事象に関する注記

（剰余金の処分）

当社は、2026年５月25日に開催の取締役会において、2026年６月26日開催予定の

第12期定時株主総会において剰余金の処分に関する議案を付議することを決議いた

しました。

(1) 剰余金の処分の目的

現在生じている繰越利益剰余金の欠損を填補し、財務体制の健全化を図るととも

に、今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保することを目的として、剰余金の処

分を行うものであります。

具体的には、会社法第452条に基づき、その他資本剰余金の一部を繰越利益剰余金

に振り替え、繰越利益剰余金の欠損填補に充当するものであります。
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(2) 剰余金の処分の内容

その他資本剰余金のうち、567,796,482円を繰越利益剰余金に振り替え、欠損填補

に充当いたします。

① 減少する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金567,796,482円

② 増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金567,796,482円

(3) 剰余金の処分の日程（予定）

① 取締役会決議 2026年５月25日

② 株主総会決議 2026年６月26日（予定）

③ 効力発生日 2026年６月30日（予定）
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計 算 書 類

貸借対照表（2026年３月31日現在）

(単位：千円)

科 目 金 額 科 目 金 額

（資 産 の 部） （負 債 の 部）

流 動 資 産 3,047,823 流 動 負 債 350,575

現 金 及 び 預 金 1,678,592 買 掛 金 22,302

売 掛 金 1,079,256 未 払 金 47,658

商 品 及 び 製 品 56,552 預 り 金 2,684

未 収 入 金 223,099 未 払 費 用 15,751

そ の 他 10,322 未 払 法 人 税 等 19,904

未 払 消 費 税 42,274

短 期 借 入 金 200,000

固 定 資 産 892,552 固 定 負 債 976,318

有 形 固 定 資 産 0 関係会社事業損失引当金 976,318

建 物 附 属 設 備 0 負 債 合 計 1,326,893

工具、器具及び備品 0 （純 資 産 の 部）

車 両 運 搬 具 0 株 主 資 本 2,596,209

投 資 そ の 他 の 資 産 892,552 資 本 金 30,088

投 資 有 価 証 券 500,000 資 本 剰 余 金 3,135,755

関 係 会 社 株 式 21,568 資 本 準 備 金 1,687,151

長 期 貸 付 金 3,369,661 そ の 他 資 本 剰 余 金 1,448,603

差 入 保 証 金 9,739 利 益 剰 余 金 △567,796

そ の 他 7 そ の 他 利 益 剰 余 金 △567,796

貸 倒 引 当 金 △3,008,423 繰 越 利 益 剰 余 金 △567,796

自 己 株 式 △1,838

新 株 予 約 権 17,273

純 資 産 合 計 2,613,482

資 産 合 計 3,940,376 負債及び純資産合計 3,940,376
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損益計算書

（自 2025年４月１日 至 2026年３月31日）

(単位：千円)

科 目 金 額

売 上 高 1,158,164

売 上 原 価 730,982

売 上 総 利 益 427,182

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 435,697

営 業 損 失 8,515

営 業 外 収 益

受 取 利 息 3,736

為 替 差 益 1,459

そ の 他 151 5,347

営 業 外 費 用

株 式 交 付 費 223

支 払 利 息 4,839

貸 倒 損 失 11,848

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 429,636

関 係 会 社 事 業 損 失 引 当 金 繰 入 額 111,626

和 解 金 2,250 560,425

経 常 損 失 563,592

特 別 損 失

減 損 損 失 3,254 3,254

税 引 前 当 期 純 損 失 566,846

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 950

当 期 純 損 失 567,796
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株主資本等変動計算書

（自 2025年４月１日 至 2026年３月31日）

(単位：千円)

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式 株主資本合計

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

その他利益剰余金

利益剰余金合計

繰越利益剰余金

当 期 首 残 高 13,317 1,670,380 2,256,821 3,927,201 △808,217 △808,217 △1,812 3,130,488

当 期 変 動 額

新株の発行 16,771 16,771 16,771 33,543

当期純損失 △567,796 △567,796 △567,796

欠 損 填 補 △808,217 △808,217 808,217 808,217 -

自己株式の取得 △26 △26

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当期変動額合計 16,771 16,771 △808,217 △791,446 240,421 240,421 △26 △534,279

当 期 末 残 高 30,088 1,687,151 1,448,603 3,135,755 △567,796 △567,796 △1,838 2,596,209

(単位：千円)

新 株 予 約 権 純 資 産 合 計

当 期 首 残 高 2,849 3,133,337

当 期 変 動 額

新株の発行 33,543

当期純損失 △567,796

欠 損 填 補 -

自己株式の取得 △26

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

14,424 14,424

当期変動額合計 14,424 △519,854

当 期 末 残 高 17,273 2,613,482
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個別注記表

１．重要な会計方針

(1) 資産の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準及び評価方法

①投資有価証券 移動平均法による原価法

②子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

建物附属設備 定額法 主として 10年

工具、器具及び備品 定額法 主として ４年

車両運搬具 定額法 主として ５年

無形固定資産

自社利用のソフトウエア 定額法 ２年

(3) 引当金の計上基準

貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能

見込額を計上しております。

関係会社事業損失引当金

関係会社の事業に係る損失に備えるため、関係会社の財政状態を勘案し、損失

負担が見込まれる額を計上しております。

(4) 繰延資産の処理方法

株式交付費

支出時に全額費用として処理しております。

(5) 重要な収益及び費用の計上基準

当社と顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の

内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は、連
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結注記表「重要な収益及び費用の計上基準」に記載しているものほかは、以下のと

おりであります。

当社は、グループ子会社に対して、経営指導・運用管理業務を行っております。

当該取引は、子会社との契約に基づき役務を提供するため、役務提供に応じて履行

義務が充足されるものと判断しており、役務提供の完了に応じて契約において約束

した金額で収益を認識しております。

(6) 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は

損益として処理しております。

２．会計上の見積りに関する注記

関係会社に対する長期貸付金等の評価

（１）当年度の計算書類に計上した金額

長期貸付金 3,369,661千円

貸倒引当金 3,008,423千円

貸倒引当金繰入額 429,636千円

関係会社事業損失引当金 976,318千円

関係会社事業損失引当金繰入額 111,626千円

（２）計算書類利用者の理解に資するその他の情報

① 算出方法

関係会社に対する長期貸付金等の評価に当たっては、関係会社の財政状態及び

経営成績を考慮し、期末日時点の対象会社の債務超過金額及び支払能力を総合的

に勘案したうえで、回収不能見込額を貸倒引当金及び関係会社事業損失引当金と

して計上しております。

② 主要な仮定

回収不能見込額に用いた主要な仮定は、将来の案件獲得数であります。当該評

価に当たっては、足元の実績をもとに当初の事業計画値に反映し会計上の見積り

を行っております。

③ 翌事業年度の計算書類に与える影響

翌事業年度において関係会社の財政状態及び経営成績が悪化し、回収不能見込
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額が増加する場合には、翌事業年度の計算書類において、長期貸付金等の金額に

重要な影響を与える可能性があります。

（３）投資有価証券の評価

① 当年度の計算書類に計上した金額

当事業年度

投資有価証券 500,000千円

市場価格のない株式等 500,000千円

② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

連結計算書類「会計上の見積りに関する注記」に記載している内容と同一であ

るため、記載を省略しております。

３．貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額

建物附属設備 21千円

工具、器具及び備品 773千円

(2) 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

短期金銭債権 971,323千円

長期金銭債権 3,369,661千円

４．損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

営業取引（収入分） 109,544千円

営業取引（支出分） 82,334千円

５．株主資本等変動計算書に関する注記

当該事業年度の末日における自己株式の種類及び株式数

普通株式 568株
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６．税効果会計に関する注記

繰延税金資産の発生の主な原因別内訳

繰延税金資産

関係会社株式評価損 716,863 千円

貸倒引当金 948,255 〃

関係会社事業損失引当金 307,735 〃

繰越欠損金 3,204 〃

その他 67,998 〃

繰延税金資産小計 2,044,057 千円

税務上の繰越欠損金にかかわる評価性引当額 3,204 〃

将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 2,040,672 〃

評価性引当額小計 2,043,877 千円

繰延税金資産合計 180 千円

繰延税金負債

未収事業税 180 千円

繰延税金負債合計 180 千円

繰延税金資産の純額 ― 千円

７．収益認識に関する注記

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「個別注記表

重要な会計方針 (5)重要な収益及び費用の計上基準」に記載しているため、注記を

省略しています。
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８．関連当事者との取引に関する注記

子会社等

(単位：千円)

種類
会 社 等
の名称

議決権
等の所
有 ( 被
所 有 )
割合

関連当事者
との関係

取引の
内容

取引
金額

科目
期末
残高

子会社 Kudan
Limited

直接
所有
100%

資金の貸付

費用の立替

役務提供

役員の兼任

資 金 の
貸付
(注1)

300,000
長 期 貸
付金(注
3)

1,602,746

費用の
立替

34,610
未 収 入
金

198,607

管 理 業
務 の 受
託(注2)

109,544 売掛金 726,912

子会社 KudanVision
株 式 会
社

直接
所有
100%

資金の貸付

役員の兼任

資金の
貸付(注
1)

―
長 期 貸
付金
(注4)

50,500

子会社 Kudan
USA LLC

直接
所有
100%

資金の貸付

役員の兼任

資 金 の
貸付
(注1)

80,000
長 期 貸
付金

287,205

子会社 Artisense
Corporation

直接
所有
100%

資金の貸付

役員の兼任

資 金 の
貸付
(注1)

―
長 期 貸
付金(注
5)

1,054,210

子会社 Kudan
Germany
GmbH

間接
所有
100%

役務提供

資金の貸付

役員の兼任

資 金 の
貸付
(注1)

65,000
長 期 貸
付金(注
6)

375,000

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1) 資金の借入及び貸付については、市場金利を勘案して決定しております。
(注2) 業務受託料の金額については、当該業務に要した費用等を勘案して決定し

ております。
(注3) Kudan Limitedへの長期貸付金に対し、1,602,746千円の貸倒引当金を計上

しております。また、当事業年度において300,000千円の貸倒引当金繰入
額を計上しております。

(注4) KudanVision株式会社への長期貸付金に対し、23,952千円の貸倒引当金を計
上しております。また、当事業年度において23,952千円の貸倒引当金繰入
額を計上しております。

(注5) Artisense Corporationへの長期貸付金に対し、1,020,282千円の貸倒引当
金を計上しております。

(注6) Kudan Germany GmbHへの長期貸付金に対し、361,442千円の貸倒引当金を計
上しております。また、当事業年度において105,683千円の貸倒引当金繰
入額を計上しております。
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９．１株当たり情報に関する注記

１株当たり純資産額 229円73銭

１株当たり当期純損失金額 50円31銭

10．後発事象に関する注記

（剰余金の処分）

連結注記表「重要な後発事象に関する注記」に同一の内容を記載しているため、

注記を省略しております。
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監査報告書
連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書

2026年５月22日
Ｋｕｄａｎ株式会社

取締役会 御中

東光有限責任監査法人

東 京 都 新 宿 区

指定有限責任社員
公認会計士 安 彦 潤 也

業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員

公認会計士 前 川 裕 之
業 務 執 行 社 員

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、Ｋｕｄａｎ株式会社の2025年４月１日か

ら2026年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算
書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、Ｋｕｄａｎ株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る
期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ

た。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記
載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体
の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社及び連結子会社から独立しており、ま
た、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる
十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容

を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの
整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当
監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程にお
いて、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相
違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤
りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計

算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用する
ことが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成する
ことが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す
ることにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬

による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生す
る可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理
的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない

が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が
認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重
要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外
事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監
査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可
能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及
び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
する。

・ 連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分か
つ適切な監査証拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計
算書類の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対
して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別

した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその
他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵

守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除
去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフ
ガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記

載すべき利害関係はない。

以 上
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会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書

2026年５月22日
Ｋｕｄａｎ株式会社

取締役会 御中

東光有限責任監査法人

東 京 都 新 宿 区

指定有限責任社員
公認会計士 安 彦 潤 也

業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員

公認会計士 前 川 裕 之
業 務 執 行 社 員

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、Ｋｕｄａｎ株式会社の2025年４月

１日から2026年３月31日までの第12期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、
株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）につ
いて監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正
に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載され
ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務
諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのそ
の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容

を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの
整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監
査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程におい
て、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違が
あるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの
兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書

類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計
算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
が含まれる。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成すること
が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す
ることにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬に

よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場
から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可
能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見
込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に
関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な
不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意
見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に
基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性があ
る。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内
容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別

した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその
他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵
守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除
去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフ
ガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係

はない。

以 上
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監査等委員会の監査報告書

監査報告書
当監査等委員会は、2025年４月１日から2026年３月31日までの第12期事業年度における取締役の
職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について以下のとおり報告いたします。

１．監査の方法及びその内容
監査等委員会は、会社法第399条の13第1項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の

内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人
等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表
明し、かつ、監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連係
のうえ、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受
け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及
び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び使用人等と意思
疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証
するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め
ました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社
計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従っ
て整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類
（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）につき検討いた
しました。

２．監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果

一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているも
のと認めます。

二 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認
められません。

三 内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内
部統制システムに関する事業報告の記載内容並びに取締役の職務の執行についても、指摘すべき事
項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人東光有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果
会計監査人東光有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2026年５月22日
Ｋｕｄａｎ株式会社 監査等委員会
監査等委員(常勤) 三井田 隆 ㊞
監査等委員 美澤 臣一 ㊞
監査等委員 小栗 久典 ㊞

（注）監査等委員小栗久典、美澤臣一及び三井田隆は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に
規定する社外取締役であります。

以上
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株主総会会場ご案内図
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